
正誤表 

2024年１月７日 

2024年目標 ＴＡＣ建築士講座 

級  一級 

講 義  学科 

科 目  法規 

教 材  法令集・法規テキスト・項目別問題集 

 
日付 頁 誤 正 

12/11 

法令集 P451 

建築士法20条の２ 

第２項 

脚注 

省令【構造設計一級建築士への法適合確認】

規則 17 条の 17 の２ 

省令【構造設計一級建築士への法適合確認】 

規則 17 条の 17 の２の２ 

法令集 P729 

都市計画法53条 

１項三号 

脚注 

政令【都市計画事業の施行に準ずる行為】 

令 36 条の９ 

政令【都市計画事業の施行に準ずる行為】 

令 37 条の２ 

法規テキストP220 

図 

「盛土規制法の規制等のポイント」の図中、 

右上の「令３条（宅地造成及び特定盛土等）」の部分 

次ページに続く 

－ 1 －



－ 2 －

 
日付 頁 誤 正 

1/7 

法規 

テキストP226 

30行目 

令 15 条 令 11 条 

法規 

項目別問題集P227 

No.625 

解説の差替え 

【下の※１を切り貼りしてください】 

 

※「同上。」の部分を差し替えてください。 

法規 

テキストP54 

右欄５行目 

図の差替え 

【３ページの※２を切り貼りしてください】 

法規 

項目別問題集P338 

No.847 

問題の差替え 

【３ページの※３を切り貼りしてください】 

 

※解説に訂正はありません。 

以上のとおり、訂正をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１　項目別問題集への切り貼り用

１．構造方法　２．仕様規定

227

第
２
編
　
第
８
節
　
構
造
強
度

チェック No. 問　題 出題年度・番号 頻度 答 解　説

【第２編　建築基準法】　第８節　構造強度　１．構造方法� テキストP.118～ 【第２編　建築基準法】　第８節　構造強度　１．構造方法

□□□ 625

延べ面積1,500㎡、高さ13ｍ、軒の高さ10ｍの木
造の平家建ての体育館については、許容応力度等
計算により構造耐力上の安全性を確かめることが
できる。

H3028

－1
〇

設問の軒の高さ10ｍの木造の建築物は、法６条１項二号に該当し、法20条１項二号
に該当するため、同号イに基づく令81条２項により、高さ31ｍ以下の場合は同項二
号イの「許容応力度等計算」又はより高度な構造計算（時刻歴応答解析、限界耐力計
算、保有水平耐力計算）を行わなければならない。

□□□ 626

鉄筋コンクリート造、高さ31ｍ、地上10階建ての
建築物について、保有水平耐力計算によって安全
性を確かめた場合には、許容応力度等計算又はこ
れと同等以上に安全性を確かめることができるも
のとして国土交通大臣が定める基準に従った構造
計算を行わなくてもよい。

R0411

－1
〇

法20条１項により、設問の高さ31ｍの鉄筋コンクリート造の建築物は、同項二号の
建築物に該当し、令81条２項二号イ（高さ31ｍ以下）により、許容応力度等計算又は
さらに高度な構造計算（時刻歴応答解析、限界耐力計算、保有水平耐力計算）によっ
て安全性を確かめなければならない。したがって、保有水平耐力計算を行った場合
には、「許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるも
のとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算」を行わなくてもよい。

□□□ 627
木造、延べ面積200㎡、高さ９ｍ、地上３階建て
の建築物は、構造計算をしなければならない。

H2510

－1
〇

３階建ての木造は法６条１項二号に該当し、法20条１項三号に該当するため、同号
イにより構造計算（許容応力度計算）が必要である。

□□□ 628
鉄骨造、延べ面積200㎡、高さ４ｍ、平家建ての
建築物は、構造計算をしなければならない。

H2510

－3
×

設問の鉄骨造は法６条１項三号に該当せず、法20条１項三号に該当しないため、構
造計算は必要とされていない。

【第２編　建築基準法】　第８節　構造強度　２．仕様規定� テキストP.121～ 【第２編　建築基準法】　第８節　構造強度　２．仕様規定

□□□ 629

「構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、
節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠
点がないものでなければならない。」とする規定
は、耐久性等関係規定に該当する。

R0321

－2

H2511

－3
★★ 〇

令36条１項により、令41条の「構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、
腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければないない」と
する規定は、耐久性等関係規定に該当する。

□□□ 630

保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた
鉄骨造の建築物において、建築物の基礎は、国土
交通大臣が定める基準に従った構造計算によって
構造耐力上安全であることを確かめた場合には、
異なる構造方法による基礎を併用してもよい。

R0413

－1
〇

令38条２項により、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはならない
が、同条４項により、国土交通大臣が定める構造計算によって、安全が確かめられ
た場合は適用されない。これは、保有水平耐力計算によって安全性を確かめるか否
かによらない。

□□□ 631

保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた
鉄骨造の建築物において、特定天井の構造は、構
造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定め
た構造方法を用いるもの又は国士交通大臣の認定
を受けたものとする必要はない。

R0413

－4
×

令39条３項により、特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大
臣が定めた構造方法を用いるもの又は国士交通大臣の認定を受けたものとしなけれ
ばならない。この規定は、令36条２項一号により、保有水平耐力計算によって安全
性を確かめる場合にも適用される。

□□□ 632

保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた
延べ面積200㎡、高さ５ｍの鉄骨造の建築物の構
造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはス
テンレス鋼又は鋳鉄としなければならない。

R0112

－3
〇

令64条１項により、鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若し
くはステンレス鋼又は鋳鉄としなければならない。



※２　テキストへの切り貼り用

※３　項目別問題集への切り貼り用

－ 3 －

柱・梁に要求される耐火時間

最上階から数えた階数

１～４

５～９

10～14

20～

15～19

１時間

1.5時間

２時間

３時間

2.5時間

338

第２編　建築基準法　第９節　都市計画区域等における制限

 

13QH2617 
問題  

図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、Ａ点における地

盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平

坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、また、図に記載されて

いるものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定等並びに門、塀等

はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関す

る規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、

高さの最高限度まで建築されるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 31.5 ｍ 

2. 34.5 ｍ 

3. 36.0 ｍ 

4. 38.5 ｍ 

 

H2617斜線制限	 BNo. 847 □□□


